
指定管理業務　事業評価書

平成２２年度　指定管理者業務　事業評価表

施設名

施設所管課

指定管理者名

指定期間

　
　 　

評価基準 自己評価 所管評価

（１）職員配置 適切な人員配置がされたか B B

（２）職員研修 業務に必要な研修・教育が適切に行われたか C B

（３）利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか B A

２　利用者に関する業務

（１）利用状況 利用者数・稼働率等は、適切な水準であるか B B

３　保守点検業務

（１）保守点検業務 保守点検が適切に行われたか B A

（２）清掃業務・維持管理業務 清掃業務・維持管理が適切に行われたか B B

（３）保安・警備業務 保安・警備業務が適切に行われたか B A

（４）修繕業務 修繕業務が適切に行われたか B B

４　事業の実施に関する業務

（１）指定業務 事業が適切に行われたか B B

（２）自主事業 施設の目的に沿った自主事業が適切に行われたか B A

５　個人情報の取扱 個人情報の取扱いが適正に行われたか B B

６　設置目的の達成度（管理目標） 設定目標に対する結果は妥当であるか B B

Ⅱ　サービスの質の評価

１　利用者満足度 利用者アンケートを実施し、その結果は妥当であるか C C

２　維持管理業務
日常清掃業務や衛生管理は適正であるか
備品などの設備の維持管理は適正であるか

B B

３　運営業務
備品の貸出状況や消耗品等の補充状況は適切であるか
利用許可など利用者への接客対応は適切であるか

B B

４　指定・自主事業 実施された事業内容は、質の高いものであったか B B

Ⅲ　サービスの安定性の評価

１　事業収支 事業収支は妥当であるか B B

２　経営状況分析指標 経営状況分析指標の結果は、妥当であるか B C

３　団体等の経営状況 団体の経営状況分析指標の結果は、妥当であるか B C

総合評価 B B

１　指定管理者

２　施設所管課

※　施設の特性等に応じて確認項目を追加・修正して使用すること。

その他特記事項（成果・改善等）

確　認　項　目

Ⅰ履行の確認

１　施設全般の管理運営に関する業務

・利用促進業務については、HPの開設やTwitterによる情報発信等により新しい取り組
みや滝のライトアップ等の自主事業の開催により効果的に実施されたと思われる。
・アンケートの集計により、施設の今後に活かす手法の検討が必要。

龍門ふるさと民芸館

商工観光課

那須烏山市観光協会

平成　20　年　4　月　1　日～平成　25　年　3　月　31　日

昨年度より始めたインターネットの活用により、龍門の滝とその周辺の日々の様子等、情報配信の成果が上
がりました。夏にはテラスにテーブルや椅子を設置し、来館者にゆっくり寛いでもらえるようにしました。また、
年末年始は休まず開館し、その分年末年始の来館者数が増え、観光案内等もできました。昨年度より龍門の
滝と、ふるさと民芸館の知名度は上がったものの、まだまだPRが足りないので、多岐に亘る宣伝方法を用い
て実践していきます。その一環とし、龍神祭を3月より毎月催す事になり、これもまた集客に繋がると思いま
す。来館者とのコミュニケーションを第一に考え、またそれを改善しつつ、業務に取り組みます。

・施設全般については、概ね適正に維持管理がされていると思われる。
・施設への集客を図るための利用者促進業務については、新たな取り組みを継続するこ
とで今後にも期待ができる。
・アンケートの集計と結果の利用について検討を要す。

総合評価の理由


